飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付要綱（案）
平成２２年４月１日　飯舘村
（趣旨）
第１条　この要綱は、村民の再生可能エネルギー（以下「新エネルギー」という）の導入を積極的に支援することにより、地球規模での環境保全とエネルギーの安定供給の確保を図り、もって自然と共生する美しく快適なむらづくりを推進するため、住宅用新エネルギー設備等（以下「設備」という。）を設置する者に対し、飯舘村補助金等の交付に関する規則（昭和５１年飯舘村規則第６号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
（補助金の名称）
第２条 前条に定める補助金は、「飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金」（以下「補
助金」という。）という。
（補助金の交付対象設備及び補助金額）
第３条 補助金の交付対象となる設備（以下「交付対象設備」という。）及び補助金額は、別表に
掲げるとおりとする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額
とする。
（補助金の交付対象者）
第４条 補助金の交付対象者は、村税等を完納している者（同居するすべての者を含む）で、自ら居住し又は居住しようとする村内の住宅（当該住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。）に交付対象設備を設置する者及び交付対象設備の設置された村内の住宅を購入し、当該住宅に自ら居住しようとする者（以下「交付対象者」という。）とする。
（申請予定の届出）
第５条 補助金の交付を受けようとする者は、設備を設置する前に補助金交付申請予定届出書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付して村長に提出し、確認を受けなければならない。
（１）交付対象設備を設置しようとする住宅の位置図

（２）交付対象設備の設置に要する費用の内訳が記載された見積書
（３）各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
（補助金の交付申請）
第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付申請書（様式第２号。以下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
（１）交付対象設備を設置しようとする場所の工事着工前の写真
（２）交付対象設備の設置に係る契約書の写し
（３）交付対象設備の性能を示す書類
（４）家族全員の村税等納税証明書（第３号様式）
（５）各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
（補助金の交付決定）
第７条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可
否を決定したうえで、飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
（補助金申請事項の変更等）
第８条 前条の規定により補助金の交付指令を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次の
各号のいずれかに該当するときは、速やかに飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助
金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第５号）を村長に届け出て、その承認を受けなければな
らない。
（１）申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
（２）当該事業を中止又は廃止しようとするとき。
２ 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、飯舘村住宅用新エネルギー
設備等設置費補助金交付変更（中止・廃止）決定通知書（様式第６号）により、補助事業者に
通知するものとする。
（実績報告）
第９条 補助事業者は、当該事業が完了した日から１４日以内、又は当該年度の１月末日のいずれか早い日までに、飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金実績報告書（様式第７号）に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
（１）設備設置の状況を確認することができる写真
（２）設備設置費に係る領収書の写し
（３）住民票

（４）設置した設備の保証書の写し

（５）補助金交付請求書（様式第８号）
（６）電力会社との電力受給契約書の写し（太陽光発電設備設置者のみ）

（７）単線結線図の写し（太陽光発電設備設置者のみ）
（８）各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
２　村長は、前項に規定する報告があり、その内容を審査し補助金交付の条件に適合すると認めたときは補助金を交付するものとする。
（補助金の交付決定の取消し及び返還）
第１０条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金返還請求書（様式第９号）により補助金の返還を命ずることができる。
（１）申請書その他の書類の内容に虚偽の記載があったとき。
（２）補助金を他の用途に使用したとき
（３）補助金交付の条件に違反したとき
（４）第９条の規定による実績報告がないとき
（協力）
第１１条 村長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて発電量等の使用状況に関する
データの提供及びその他の協力を求めることができる。
（その他）
第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
（施行期日）
１ この要綱は平成２２年４月１日から施行する。
別表（第３条関係）
	交付対象設備
	設備設置等の基準
	補　助　金　額

	
	補　助　区  分
	村内の指定工事業者が受注した場合
	村外の工事業者が受注した場合

	太陽光発電システム

	・住宅の屋根等に設置し、太陽光
を利用して発電するシステムで電
力会社との系統連系に伴う電力受
給に関する契約を締結するもの。
・設置前に使用に供されていない
もの。

	150,000 円に設備の最大出力(単位はkW とし、

小数点以下2位以下は切捨てるものとし、3kW 
を超えるものは3kW とする)を乗じて得た額で、

1件あたりの上限額は450,000 円とする。
	100,000 円に設備の最大出力(単位はkW とし、

小数点以下2位以下は切捨てるものとし、3kW 
を超えるものは3kW とする)を乗じて得た額で、

1件あたりの上限額は300,000 円とする。

	太陽熱利用システム

	・住宅の屋根等に設置し、太陽熱
エネルギーを集めて給湯に利用す
る太陽熱温水器（自然循環型又は
真空貯湯型のものをいう）又は住宅

の屋根等に設置し、不凍液等を強制

循環する太陽集熱器と蓄熱槽から

構成され、給湯や冷暖房に利用する

システム。
・設置前に使用に供されていない
もの。

	当該設備の設置に要する経費の総額に3分の１

を乗じて得た額で、1 件あたりの

上限額は100,000 円とする。


	ペレットストーブ

薪ストーブ
	・木質ペレット又は薪を燃料とし
て住宅部分に暖房用として設置す
るストーブ。
・設置前に使用に供されていない
もの。
	


　※工事業者は、村の指名業者とする。村内の指定事業者は小規模工事を含む指名業者をいう。
様式第１号（第５条関係）
年　 月　 日
飯舘村長 様
郵便番号
申請者 住 所
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　㊞
電話番号 　　　　－
飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付申請予定届出書
年度において、飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり補助金の交付を申請したいので、予め届出書を提出します。
	交付対象設備の設置場所

	

	設置する設備の種類

	□太陽光発電システム
□太陽熱利用システム
□ペレットストーブ 又は □薪ストーブ

	交付対象設備設置の区分

	□既存の住宅に設置する
□新築の住宅に設置する
□設備設置済みの住宅を購入する


	設備の出力値等

	

	設備設置に要する費用 


	円

	補助金交付申請予定額 


	円

	工事着工予定年月日
	年      月      日



	工事完了予定年月日
	年      月      日



注意 □のある欄は、該当する箇所にレ印を付けてください。
添付書類 次に掲げる書類を添付してください。
（１）交付対象設備を設置しようとする住宅の位置図

（２）交付対象設備の設置に要する費用の内訳が記載された見積書
（３）各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
様式第２号（第６条関係）
年　 月　 日
飯舘村長 様
郵便番号
申請者 住 所
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　㊞
電話番号 　　　　－
飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付申請書
年度において、飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり補助金の交付を申請します。
	交付対象設備の設置場所

	

	設置する設備の種類

	□太陽光発電システム
□太陽熱利用システム
□ペレットストーブ 又は □薪ストーブ

	交付対象設備設置の区分

	□既存の住宅に設置する
□新築の住宅に設置する
□設備設置済みの住宅を購入する


	設備の出力値等

	

	設備設置に要する費用 


	円

	補助金交付申請額 


	円

	工事着工年月日
	年      月      日


	工事完了年月日
	年      月      日



注意 □のある欄は、該当する箇所にレ印を付けてください。
添付書類 次に掲げる書類を添付してください。
（１）交付対象設備を設置しようとする場所の工事着工前の写真
（２）交付対象設備の設置に係る契約書の写し

（３）交付対象設備の性能を示す書類
（４）家族全員の村税等納税証明書（第３号様式）
（５）各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
第３号様式（第６条関係）

村税等納税証明願
　　年　　月　　日

　飯舘村長
申請者 住 所
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　㊞
電話番号 　　　　－
　平成　　年度　飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付申請のため、下記事項について証明していただけるようお願いします。

	納税義務者
	住　　所
	

	
	氏　　名
	


	納税者氏名
	
	
	
	

	村県民税
	納期到来分未納額
	
	
	
	

	
	納期未到来税額
	
	
	
	

	固定資産税
	納期到来分未納額
	
	
	
	

	
	納期未到来税額
	
	
	
	

	軽自動車税
	納期到来分未納額
	
	
	
	

	
	納期未到来税額
	
	
	
	

	国民健康保険税
	納期到来分未納額
	
	
	
	

	
	納期未到来税額
	
	
	
	

	その他
	納期到来分未納額
	
	
	
	

	
	納期未到来税額
	
	
	
	

	備　　　　考
	
	
	
	


上記のとおり相違ないことを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　飯舘村長　　　　　　　　　　　 　　　印

様式第４号（第７条関係）
年   月   日
申請者 　住 所
氏 名                     様

飯舘村長　
飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付決定通知書
あなたから、　　年　　月　　日付で申請のあった、飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金について、交付要綱第７条の規定により補助金を交付することに決定しました。
様式第５号（第８条関係）
年   月   日
飯舘村長 様
郵便番号
申請者 住 所
氏 名                             ㊞
電話番号 － －
飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金変更（中止・廃止）承認申請書
飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり
年度飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付申請内容の変更（中止・
廃止）の承認を申請します。
	補助金交付決定年月日


	年 　　　　月 　　　　日


	指 令 番 号


	飯舘村指令　　　　　　第　　　　　　　号

	変更年月日


	年 　　　　月 　　　　日


	変
更
内
容

	変更（中止・廃止）事項

	

	
	変 更 前

	

	
	変 更 後


	

	変更（中止・廃止）の理由


	


様式第６号（第８条関係）

飯舘村指令第　　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　
飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付変更決定通知書
　平成　　年　　月　　日付飯舘村指令第　　　　　号で交付決定した飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金について、下記のとおり変更決定したので通知します。

　　平成　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　飯舘村長　菅　野　典　雄

記

	補助金交付決定年月日
	年 　　　　月 　　　　日

	指 令 番 号
	飯舘村指令　　　　　　第　　　　　　　号

	変更年月日
	年 　　　　月 　　　　日

	変更内容
	変更（中止・廃止）事項
	

	
	変 更 前
	

	
	変 更 後
	

	変更（中止・廃止）の理由
	


様式第７号（第９条関係）
年 　　　月　　　 日
飯舘村長 様
郵便番号
申請者 住 所
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
電話番号 － －
飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金実績報告書
年 月 日付で補助金交付指令を受けた飯舘村住宅用新エネルギー設備等の設置工事については、下記のとおり工事が完成しましたので、飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付要綱第９条の規定により報告します。
	指 令 番 号


	飯舘村指令　　　　　第　　　　　　 号

	交付対象設備の設置場所

	

	設置した設備の種類
	□太陽光発電システム
□太陽熱利用システム
□ペレットストーブ 又は □薪ストーブ

	設備の出力値等


	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	事業費の内 訳

	総事業費 


	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	村補助金 


	　円

	
	自己資金 


	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	工事着工年月日
	年 　　　　　月 　　　　日


	工事完了年月日
	年　　　　　 月 　　　　日



添付書類 次に掲げる書類を添付してください。
（１）設備設置の状況を確認することができる写真
（２）設備設置費に係る領収書の写し
（３）住民票

（４）設置した設備の保証書の写し

（５）補助金交付請求書（様式第８号）
（６）電力会社との電力受給契約書の写し（太陽光発電設備設置者のみ）

様式第８号（第９条関係）
年　　　　 月　　　　 日
飯舘村長 様
郵便番号
申請者 住 所
氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
電話番号 － －
飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付請求書
年　　 月　　 日付で補助金交付決定を受けた住宅用新エネルギー設備等設置費補助金について、飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり請求します。
	指 令 番 号
	飯舘村指令　　　　　　第　　　　　　　 号


	補助金請求額 


	　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　円

	補助金の
振込先

	金融機関名
	支店 ・ 支所


	
	預金種別
	普通 　・　 当座


	
	口座番号

	

	
	（フリガナ）


	

	
	口座名義人
（補助対象者）

	


添付書類 次に掲げる書類を添付してください。
(1) 通帳の写し（口座番号、口座名義人が記載されている頁）
様式第９号（第１０条関係）

飯　　第　　　　号

平成　　年　　月　　日

　　住所　

　　　　　

　　氏名　　

飯舘村長　　菅　野　典　雄

補助金返還請求書
　平成　　年　　月　　日付け飯舘村指令第　　　　号で交付確定した飯舘村住宅用新エネルギー設備等設置費補助金について、既に交付した補助金を下記のとおり返還されるよう第１０条に規定により通知します。

記

１　返還金　　　　　　　　　　　　　円
２　返還期限　　平成　　年　　月　　日

３　返還の根拠　

